
　　　　公告中の案件に関する質問及び回答

質 問 日 令和８年３月16日

発 注 機 関 兵庫森林管理署

事 業 名 桑ヶ仙渓間工事

公 告 日 令和８年３月11日

開 札 日 時 令和８年４月22日

質問の内容

質問の回答

問合せ先　：　兵庫森林管理署　総務グループ
　　　　　　　　　電話　050-3160-6170　　FAX0790-62-4790

１
植生マット伏工　アンカーピン径９ L＝２００ｍｍの単価は、治山・林道単価、物
価資料のどちらを採用されていますか。

２
大型ブレーカーは建設機械等損料表何欄を使用されていますか。

３
コンクリートポンプ車圧送料金は、諸経費対象外でしょうか。

４
残土処理費は処分費として共通仮設費から控除されますか。

１
アンカーピン径９ L＝２００ｍｍの単価は治山・林道積算単価（令和7年10月改
定）を採用しています。

２
建設機械等損料表の(13)欄をご参照ください。

３
コンクリートポンプ車圧送料金は、治山林道必携（積算・施工編）に基づき、共通
仮設費（率分及び現場環境改善費）・現場管理費・一般管理費等の対象として
いません。

４
残土処理費は処分費等として積算しており、治山林道必携（積算・施工編）に基
づき、処分費等が共通仮設費対象額の３％を超える場合、又は処分費等が３千
万円を超える場合には処分費等は共通仮設費対象額の３％の金額を率計算の
対象とし、３％を超える金額は率計算の対象としません。また、処分費等が共通
仮設費の３％以下で、かつ処分費等が３千万円以下の場合には、処分費等は
全額を率計算の対象とします。


